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 間接送電権の導入、発電設備等の情報掲示板の導入及び系統容量の開放に関するルール変
更に伴い、業務規程及び送配電等業務指針を変更する。

 今般の業務規程及び送配電等業務指針の主な変更ポイントは以下のとおり。

 間接送電権導入に伴うルール変更（業務規程）

• 間接送電権の発行時に必要な諸元である運用容量、マージンの通知について規定

• 経過措置計画可否判定及び経過措置計画の減少処理方法を変更

 発電設備等の情報掲示板の導入に伴うルール変更（業務規程）

• 発電設備等の情報掲示板を導入する旨を規定

 系統容量の開放に関するルール変更（送配電等業務指針）

• 一定の事由に該当する場合には、系統の容量を取り消す旨を明確化

 その他ルール変更（業務規程・送配電等業務指針）

• 業務の明確化等

 特定託送コードの追加

 公表内容の明確化

業務規程・送配電等業務指針の変更のポイント
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 間接送電権導入に伴うルール変更（業務規程）

• 間接送電権の発行時に必要な諸元である運用容量、マージンの通知について規定

• 経過措置計画可否判定及び経過措置計画の減少処理方法を変更

 発電設備等の情報掲示板の導入に伴うルール変更（業務規程）

• 発電設備等の情報掲示板を導入する旨を規定

 系統容量の開放に関するルール変更（送配電等業務指針）

• 一定の事由に該当する場合には、系統の容量を取り消す旨を明確化

 その他ルール変更（業務規程・送配電等業務指針）

• 業務の明確化等

 特定託送コードの追加

 公表内容の明確化



4間接送電権導入に伴う変更（新規・変更）：業務規程変更点

 電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会において、間接送電権の導入が決定したことに伴い
業務規程を変更（新規・変更）する。

 間接送電権の定義。 【規程 第２条】（変更）

 間接送電権の発行時に必要な諸元である運用容量・マージンを卸電力取引所へ通知する。
【規程 第１３３条の２】（新規）

 経過措置可否判定や経過措置計画の減少処理にあたっては、空容量の値に加えて間接送電権発
行量を考慮してこれらを行う。また、減少処理を行う場合、経過措置計画から先に抑制する。
【附則（平成２９年９月６日）第４条、第８条】（変更）

＜変更前＞

経過措置計画

空
容
量

経過措置計画の値の
合計値が空容量の範
囲内→全ての経過措
置計画が経過措置の
対象

経過措置計画
空
容
量

経過措置計画の値の
合計値が空容量の値
を超過→減少処理後
の経過措置計画が経
過措置の対象

空容量
減少

経過措置計画
減少処理

【
通
常
時
】

【
故
障
時
】

＜変更後＞

空
容
量

経過措置計画空
容
量

経過措置計画の値の合計値が空
容量から間接送電権発行量を減
じた値を超過する場合→減少処
理後の経過措置計画が経過措置
の対象

空容量
減少

経過措置計画
減少処理※２

経過措置計画の値の合計値が
空容量から間接送電権発行量
を減じた値を超過しない場合
→全ての経過措置計画が経過
措置の対象

※２間接送電権より経過措置計画が先に抑制される

※１ 間接送電権を発行できる量の諸元を通知
（運用容量、マージン、経過措置計画）

空容量=運用容量-マージン

運
用
容
量

マージン

運
用
容
量

マージン

運
用
容
量

マージン

運
用
容
量

マージン

経過措置計画

間接送電権
(発行分)

間接送電権
(発行分)

※１

※１

※１



5間接送電権導入に伴う変更（新規・変更）：業務規程変更点

（用語）
第２条 （略）
２ 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それ
ぞれ各号に定めるところによる。
一～四二 （略）
（新設）

（用語）
第２条 （略）
２ 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それ
ぞれ各号に定めるところによる。
一～四二 （略）
四三 「間接送電権」とは、卸電力取引所が運営する前日
スポット取引において、市場分断が発生した場合に、供
給区域間の約定価格の差を精算する商品をいう。

＜変更前＞ ＜変更後＞業務規程 業務規程

（新設） （間接送電権に係る運用容量及びマージンの通知）
第１３３条の２ 本機関は、間接送電権の取引等に必要な断
面において当該連系線の運用容量及びマージンを卸電力取
引所に通知する。



6間接送電権導入に伴う変更（変更）：業務規程変更点

附則（平成２９年９月６日）
（経過措置可否判定）
第４条 （略）
（新設）

２ 本機関は、経過措置可否判定において、次の各号のいず
れかの判定結果の場合に応じて、当該それぞれ各号に定め
るものを経過措置の対象として定める。
一 各連系線に係る経過措置計画の値の合計値が当該各連
系線の空容量の値の範囲内となる場合 全ての経過措置計
画

二 各連系線に係る経過措置計画の値の合計値が当該各連
系線の空容量の値を超過する場合 当該経過措置計画に対
して減少処理（附則第８条に定める。）を行い、当該減
少処理後の値に更新した経過措置計画

附則（平成２９年９月６日）
（経過措置可否判定）
第４条 （略）
２ 本機関は、経過措置可否判定にあたって、経過措置の対
象日の前々日１２時までに、卸電力取引所から、発行され
た間接送電権の量（以下「間接送電権発行量」という。）
の通知を受ける。
３ 本機関は、経過措置可否判定において、次の各号のいず
れかの判定結果の場合に応じて、当該それぞれ各号に定め
るものを経過措置の対象として定める。
一 各連系線に係る経過措置計画の値の合計値が当該各連
系線の空容量の値から間接送電権発行量の値を減じた値
を超過しない場合 全ての経過措置計画
二 各連系線に係る経過措置計画の値の合計値が当該各連
系線の空容量の値から間接送電権発行量の値を減じた値
を超過する場合 当該経過措置計画に対して減少処理（附
則第８条に定める。）を行い、当該減少処理後の値に更
新した経過措置計画

＜変更前＞ ＜変更後＞業務規程 業務規程

附則（平成２９年９月６日）
（減少処理）
第８条 本機関は、経過措置可否判定において、各連系線に
係る経過措置計画の値の合計値が当該各連系線の空容量の
値を超過した場合には、当該各連系線に係る経過措置計画
の値の合計値が当該各連系線の空容量の値の範囲内となる
まで経過措置計画の値を減少する（以下「減少処理」とい
う。）。

２～３（略）

附則（平成２９年９月６日）
（減少処理）
第８条 本機関は、経過措置可否判定において、各連系線に
係る経過措置計画の値の合計値が当該各連系線の空容量の
値から間接送電権発行量の値を減じた値を超過した場合に
は、当該各連系線に係る経過措置計画の値の合計値が当該
各連系線の空容量の値から間接送電権発行量の値を減じた
値（但し、値が負の場合はゼロ）まで経過措置計画の値を
減少する（以下「減少処理」という。）。
２～３ （略）



7（参考）間接送電権の発行量

電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会（第26回 ２０１８年１１月２６日） 資料４抜粋

※

※広域機関から通知する諸元
・運用容量及びマージン
（規程第１３３条の２(新規)
・経過措置計画
（附則（平成29年9月6日）
第３条(現行)）
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（略）

（参考）抑制における経過措置と間接送電権の優先順位

※経過措置可否判定、減少処理
（規程附則（平成29年9月6日）第４条、第８条）

電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会 中間とりまとめ（２０１８年７月） 抜粋

※
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 間接送電権導入に伴うルール変更（業務規程）

• 間接送電権の発行時に必要な諸元である運用容量、マージンの通知について規定

• 経過措置計画可否判定及び経過措置計画の減少処理方法を変更

 発電設備等の情報掲示板の導入に伴うルール変更（業務規程）

• 発電設備等の情報掲示板を導入する旨を規定

 系統容量の開放に関するルール変更（送配電等業務指針）

• 一定の事由に該当する場合には、系統の容量を取り消す旨を明確化

 その他ルール変更（業務規程・送配電等業務指針）

• 業務の明確化等

 特定託送コードの追加

 公表内容の明確化



10発電設備等の情報掲示板の導入に伴うルールの変更（新規）：業務規程変更点

 容量市場の在り方等に関する検討会において、容量市場導入に伴う事業環境の変化に先立ち、以
下２点を目的として、本機関が発電設備等の情報掲示板を導入するものと整理された。

① 事業者が多様な電源調達手段を取り得る環境を整備すること

② 相対契約のない販売先未定電源等（廃止・休止予定電源を含む）の電源を持つ事業者と相対契
約を希望する事業者との間で、発電設備等に関する情報提供を可能とすること

上記整理に伴い、業務規程に条文を追加する。

【規程 第１９０条の３】（新規）

第15回容量市場の在り方等
に関する検討会（2018年9
月19日 ） 資料5抜粋



11発電設備等の情報掲示板の導入に伴うルールの変更（新規）：業務規程変更点

（新設）
（発電設備等の情報に関する掲示板の導入）
第１９０条の３ 本機関は、会員その他電気供給事業者
間の取引による発電設備等の有効利用を図るため、本
機関のウェブサイトにおいて、会員その他電気供給事
業者が発電設備等に関する情報を提供することのでき
る機能を有する掲示板を設ける。

業務規程 業務規程＜変更前＞ ＜変更後＞



12（参考）発電設備等の情報掲示板導入のスケジュール

第15回容量市場の在り方等
に関する検討会（2018年9
月19日） 資料5抜粋
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 間接送電権導入に伴うルール変更（業務規程）

• 間接送電権の発行時に必要な諸元である運用容量、マージンの通知について規定

• 経過措置計画可否判定及び経過措置計画の減少処理方法を変更

 発電設備等の情報掲示板の導入に伴うルール変更（業務規程）

• 発電設備等の情報掲示板を導入する旨を規定

 系統容量の開放に関するルール変更（送配電等業務指針）

• 一定の事由に該当する場合には、系統の容量を取り消す旨を明確化

 その他ルール変更（業務規程・送配電等業務指針）

• 業務の明確化等

 特定託送コードの追加

 公表内容の明確化



14系統容量の開放に関するルールの変更（変更）：送配電等業務指針変更点

 系統容量の開放に関するルールの変更については、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力
ネットワーク小委員会中間整理の系統容量の開放に向けた対応に関するアクションプランにおい
て、「滞留している案件が抑えている系統容量の開放については、工事費負担金の契約や支払に
関する部分を中心に、広域機関の「送配電等業務指針」など現行ルールの明確化や、容量を取り
消す手続きの標準化を進める。」と整理された。
上記整理に伴い、送配電等業務指針の関係条文を変更する。

 一定の事由に該当する場合※には、系統の容量を取り消す旨を規定上明確化する。

※系統連系希望者が、連系承諾後１か月を超えて工事費負担金契約を締結しない場合

※系統連系希望者が、工事費負担金契約に定められた工事費負担金を支払わない場合

【指針第９７条、第１０３条、第１０５条】（変更）

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 中間整理(2018年５月） 抜粋



15系統容量の開放に関するルールの変更（変更）：送配電等業務指針変更点

（送電系統の容量の確定）
第９７条 一般送配電事業者は、前条の回答が系統連系希望者の
希望する連系等を承諾する旨の回答（以下「連系承諾」とい
う。）である場合には、連系承諾の通知時点をもって、第９２
条に基づき暫定的に確保した送電系統の容量を確定させる。

２ 一般送配電事業者は、第１０５条に基づき連系承諾後に連系
等を拒んだ場合には、前項によって確定した送電系統の容量を
取り消す。

（送電系統の容量の確定）
第９７条 一般送配電事業者は、前条の回答が系統連系希望者の
希望する連系等を承諾する旨の回答（以下「連系承諾」とい
う。）である場合には、連系承諾の通知時点をもって、第９２
条に基づき暫定的に確保した送電系統の容量を確定させる。

２ 一般送配電事業者は、次の各号に掲げる事情が生じた場合に
は、前項によって確定した送電系統の容量を取り消す。
一 系統連系希望者が、連系承諾後１か月を超えて工事費負担
金契約を締結しない場合

二 系統連系希望者が、工事費負担金契約に定められた工事費
負担金を支払わない場合

三 第１０５条第１項第２号から第５号に基づき連系承諾後に
連系等を拒んだ場合

＜変更前＞ ＜変更後＞

（工事費負担金契約の締結等）
第１０３条 系統連系希望者は、連系承諾後、速やかに、工事費
負担金の額、工事費負担金の支払条件その他連系等に必要な工
事に関する必要事項を定めた契約（以下「工事費負担金契約」
という。）を締結しなければならない。

２ （略）
３ （略）

（工事費負担金契約の締結等）
第１０３条 系統連系希望者は、連系承諾後１か月以内に、工事
費負担金の額、工事費負担金の支払条件その他連系等に必要な
工事に関する必要事項を定めた契約（以下「工事費負担金契約
」という。）を締結しなければならない。

２ （略）
３ （略）



16系統容量の開放に関するルールの変更（変更）：送配電等業務指針変更点

＜変更前＞ ＜変更後＞

（連系承諾後に連系等を拒むことができる場合）
第１０５条 一般送配電事業者は、連系承諾後、次の各号に掲げ
る事情が生じた場合その他の正当な理由がなければ、連系等を
拒んではならない。
一 接続契約が解除等によって終了した場合
二 系統連系希望者が、連系承諾後、工事費負担金の金額等に
照らし、通常、工事費負担金契約の締結に必要と考えられる
期間を超えて、工事費負担金契約を締結しない場合

三 系統連系希望者が工事費負担金契約に定められた期日まで
に工事費負担金を支払わない場合

四 電気事業法、環境影響評価法その他の法令に基づき、発電
設備等に関する契約申込みに係る事業が廃止となった場合

五 発電設備等に関する契約申込みの内容を変更することによ
り、系統連系工事の内容を変更（但し、軽微な変更は除
く。）する必要が生じる場合

六 その他連系承諾後に生じた法令の改正、電気の需給状況の
極めて大幅な変動、倒壊又は滅失による流通設備の著しい状
況の変化、用地交渉の不調等の事情によって、連系承諾後に
連系等を行うことが不可能又は著しく困難となった場合

２ 一般送配電事業者は、前項に基づき連系等を拒む場合には、
その理由を系統連系希望者に、書面をもって、説明する。

（連系承諾後に連系等を拒むことができる場合）
第１０５条 一般送配電事業者は、連系承諾後、次の各号に掲げ
る事情が生じた場合その他の正当な理由があれば、連系等を拒
むことができる。
一 第９７条第２項第１号及び第２号に基づき送電系統の容
量を取り消した場合

二 接続契約が解除等によって終了した場合
三 電気事業法、環境影響評価法その他の法令に基づき、発電
設備等に関する契約申込みに係る事業が廃止となった場合

四 発電設備等に関する契約申込みの内容を変更することによ
り、系統連系工事の内容を変更（但し、軽微な変更は除
く。）する必要が生じる場合

五 その他連系承諾後に生じた法令の改正、電気の需給状況の
極めて大幅な変動、倒壊又は滅失による流通設備の著しい状
況の変化、用地交渉の不調（海域の占用が認められない場合
を含む。）等の事情によって、連系承諾後に連系等を行うこ
とが不可能又は著しく困難となった場合

２ 一般送配電事業者は、前項に基づき連系等を拒む場合には、
その理由を系統連系希望者に、書面をもって、説明する。
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 間接送電権導入に伴うルール変更（業務規程）

• 間接送電権の発行時に必要な諸元である運用容量、マージンの通知について規定

• 経過措置計画可否判定及び経過措置計画の減少処理方法を変更

 発電設備等の情報掲示板の導入に伴うルール変更（業務規程）

• 発電設備等の情報掲示板を導入する旨を規定

 系統容量の開放に関するルール変更（送配電等業務指針）

• 一定の事由に該当する場合には、系統の容量を取り消す旨を明確化

 その他ルール変更（業務規程・送配電等業務指針）

• 業務の明確化等

 特定託送コードの追加

 公表内容の明確化
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－余白－



19一部業務の明確化(特定託送コードの追加)（変更）：送配電等業務指針変更点

 特定託送コードの申請の明確化

間接オークションの開始に伴い、自己託送事業者等が地域間連系線を介してエリア間の託送を行う
場合は前日スポット市場及び１時間前市場を活用することとなる。
これに伴い、清算手続きの上で自己託送等の取引分を区別するため、特定託送コードを取引計画に
記載する必要がある。このため、事業者が事前に広域機関へ特定託送コードの申請を行う旨を規定
する。【指針 第２６９条】（変更）

連系線利用における間接オークション導入に関する事業者向け説明会（第2回 平成29年12月20日、25日） 抜粋

広域機関で
コードを活用



20一部業務の明確化(特定託送コードの追加)（変更）：送配電等業務指針変更点

（事業者コード等の申請）
第２６９条 託送供給契約者、発電契約者、需要抑制契約者そ
の他電気供給事業者は、本機関に対し、需要調達計画等、
発電販売計画等、需要抑制計画等及び供給計画を広域機関
システムを通じて提出するため、次の各号に掲げる当該シ
ステムで使用する番号（コード）の発行を本機関に申請し
なければならない。

一 事業者コード 事業者名を特定する番号
二 系統コード 発電所の地点等を特定する番号
三 バランシンググループ（ＢＧ）コード ＢＧを特定
する番号

四 計画提出者コード 発電販売計画等を提出する事業
者を特定する番号

五 発電計画・販売計画コード 発電販売計画等の基本
情報を特定する番号

六 需要計画・調達計画コード 需要調達計画等の基本
情報を特定する番号

七 需要抑制計画コード 需要抑制計画等の基本情報を
特定する番号

（新設）

（事業者コード等の申請）
第２６９条 託送供給契約者、発電契約者、需要抑制契約者
その他電気供給事業者は、本機関に対し、需要調達計画
等、発電販売計画等、需要抑制計画等及び供給計画を広
域機関システムを通じて提出するため、次の各号に掲げ
る当該システムで使用する番号（コード）の発行を本機
関に申請しなければならない。

一 事業者コード 事業者名を特定する番号
二 系統コード 発電所の地点等を特定する番号
三 バランシンググループ（ＢＧ）コード ＢＧを特定
する番号

四 計画提出者コード 発電販売計画等を提出する事業
者を特定する番号

五 発電計画・販売計画コード 発電販売計画等の基本
情報を特定する番号

六 需要計画・調達計画コード 需要調達計画等の基本
情報を特定する番号

七 需要抑制計画コード 需要抑制計画等の基本情報を
特定する番号

八 特定託送コード 自己託送等の精算に必要な基本情
報を特定する番号

＜変更前＞ ＜変更後＞送配電等業務指針 送配電等業務指針
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 間接送電権導入に伴うルール変更（業務規程）

• 間接送電権の発行時に必要な諸元である運用容量、マージンの通知について規定

• 経過措置計画可否判定及び経過措置計画の減少処理方法を変更

 発電設備等の情報掲示板の導入に伴うルール変更（業務規程）

• 発電設備等の情報掲示板を導入する旨を規定

 系統容量の開放に関するルール変更（送配電等業務指針）

• 一定の事由に該当する場合には、系統の容量を取り消す旨を明確化

 その他ルール変更（業務規程・送配電等業務指針）

• 業務の明確化等

 特定託送コードの追加

 公表内容の明確化



22一部業務の明確化(公表内容の明確化)（変更）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 系統情報の公表実態を踏まえ、連系線に関する情報の一部項目の公表内容を明確化

 現行の運用容量・マージン・空容量の公表内容における記載がわかりにくいことから明確化する。

 間接オークションの導入により、連系線利用計画等がなくなったため、長期断面の予想潮流が算
出できないことからこれを削除する。

【規程 第１６８条 別表１２－１、指針 第１９７条】（変更）



23一部業務の明確化(公表内容の明確化)（変更）：業務規程変更点

＜変更前＞ ＜変更後＞

 連系線の空容量、運用容量、マージンの公表内容の明確化による変更

情報の項目
公表時期（更新周

期）

（略）

(d)連系線に関する情報

・空容量、運用容量、マージン、予想潮流（※７）、

計画潮流（※８）

長期：第3～10年度の各年度での平常系統にお

ける最大需要時の値（最大需要時以外で空

容量が小さくなると予想される場合、その

断面の値を併記することができる）

年間：3か月先～第2年度末までの各月平休日別

の需要調達計画等の最大発生時の計画値、

発電販売計画等の販売計画の最大発生時の

計画値より算出した値

月間：3週間先～2か月先までの各週平休日別の

需要調達計画等の最大発生時の計画値、発

電販売計画等の販売計画の最大発生時の計

画値より算出した値

週間：3日先～2週間先までの日別の需要調達計

画等の最大発生時の計画値、発電販売計画

等の最大発生時の計画値より算出した値

翌々日：翌日～翌々日の30分ごとの値

当日～翌日：当日～翌日の30分ごとの値

実績：長期～当日の更新された最終の値

長期：毎年3月末日

（※６）

年間：毎年3月15日

（※６）

月間：毎月20日（※

６）

週間：毎週木曜日

（※６）

翌々日：前々日15時

（※３）

当日～翌日：受給日

の前日17時（※３）

但し上記にかかわら

ず、運用容量、計画

潮流、マージンの変

更があれば都度更新

する。

実績：翌日0時

交直変換設備の利用

に関する制約内容は

都度更新する。

情報の項目
公表時期（更新周

期）

（略）

(d)連系線に関する情報

・空容量、運用容量、マージン、計画潮流（※７）

長期：第3～10年度の各年度での平常系統にお

ける最大需要時の値（最大需要時以外で空

容量が小さくなると予想される場合、その

断面の値を併記することができる）

年間：3か月先～第2年度末までの日別の昼間帯

／夜間帯の値

月間：3週間先～2か月先までの日別の昼間帯／

夜間帯の値

週間：3日先～2週間先までの30分ごとの値

翌々日：翌日～翌々日の30分ごとの値

当日～翌日：当日～翌日の30分ごとの値

実績：長期～当日の更新された最終の値

長期：毎年3月末日

（※６）

年間：毎年3月15日

（※６）

月間：毎月20日（※

６）

週間：毎週木曜日

（※６）

翌々日：前々日15時

（※３）

当日～翌日：受給日

の前日17時（※３）

但し上記にかかわら

ず、運用容量、計画

潮流、マージンの変

更があれば都度更新

する。

実績：翌日0時

交直変換設備の利用

に関する制約内容は

都度更新する。

別表１２－１ 本機関が公表する系統情報の項目及び公表時期別表１２－１ 本機関が公表する系統情報の項目及び公表時期

業務規程 業務規程



24一部業務の明確化(公表内容の明確化)（変更）：業務規程変更点

＜変更前＞ ＜変更後＞

 連系線の予想潮流の公表断面の一部削除

情報の項目
公表時期（更新周

期）

(d)連系線に関する情報 ～続き～ ～続き～

(e) 地内基幹送電線に関する情報（※９）

・予想潮流（※７）

長期：第5年度の最大需要時の系統図及び値

年間：第1年度の最大需要時の系統図及び値

・（略）

長期：毎年3月末日

年間：毎年3月末日

当日：当日0時

実績：翌日0時

情報の項目
公表時期（更新周

期）

(d)連系線に関する情報 ～続き～

・予想潮流（※８）

年間：3か月先～第2年度末までの各月平休日別

の需要調達計画等の最大発生時の計画値、

発電販売計画等の最大発生時の計画値より

算出した値

月間：3週間先～2か月先までの各週平休日別の

需要調達計画等の最大発生時の計画値、発

電販売計画等の最大発生時の計画値より算

出した値

週間：3日先～2週間先までの日別の需要調達計

画等の最大発生時の計画値、発電販売計画

等の最大発生時の計画値より算出した値

翌々日：翌日～翌々日の30分ごとの値

～続き～

(e) 地内基幹送電線に関する情報（※９）

・予想潮流（※８）

長期：第5年度の最大需要時の系統図及び値

年間：第1年度の最大需要時の系統図及び値

・（略）

長期：毎年3月末日

年間：毎年3月末日

当日：当日0時

実績：翌日0時

別表１２－１ 本機関が公表する系統情報の項目及び公表時期別表１２－１ 本機関が公表する系統情報の項目及び公表時期

業務規程 業務規程

（※１～６）（略）
（※７）長期から翌々日を対象とする。なお、第１０７条により提出を受けた計

画に基づき想定した予想値とする。
（※８）当日から翌日を対象とする。
（※９～１１）（略）

（※１～６）（略）
（※７）当日から翌日を対象とする。

（※８）第１０７条により提出を受けた計画に基づき想定した予想値とする。
（※９～１１）（略）



25一部業務の明確化(公表内容の明確化)（変更）：送配電等業務指針変更点

 運用容量の公表内容の明確化による変更

＜変更前＞ ＜変更後＞送配電等業務指針送配電等業務指針

（運用容量の算出断面）
第１９７条 連系線の運用容量は、次の各号に掲げる場合を
除き、３０分ごとの値を算出する。
一 翌々日より前の断面の運用容量を算出する場合
二～ 三 （略）

（運用容量の算出断面）
第１９７条 連系線の運用容量は、次の各号に掲げる場合を
除き、３０分ごとの値を算出する。
一 週間計画より前の断面の運用容量を算出する場合
二～ 三 （略）


